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お金の計画
倶知安町令和 3 年度当初予算特 集

　令和 3 年度当初予算が、3 月の第一回定例町議会で審議され、成
立しました。当初予算は、一年間で町がどのくらいの収入を見込み、
そのお金をどのように生かしていくのかを示したものです。
　今月号の特集では、今年度のお金の計画について説明します。

会　　　計　　　名 令 和 3 年 度
当 初 予 算 額

令 和 2 年 度
当 初 予 算 額

前 年 度 か ら
の 増 減 額

一 般 会 計 103 億 9,700 万円 108 億 2,500 万円 ▲ 4 億 2,800 万円
特 別 会 計 16 億 4,520 万円 15 億 2,419 万円 1 億 2,101 万円

国  民  健  康  保  険 5 億 4,281 万円 4 億 8,504 万円 5,777 万円

後 期 高 齢 者 医 療 1 億 8,886 万円 1 億 8,403 万円 483 万円

介 護 保 険 サ ー ビ ス 791 万円 403 万円 388 万円

公 　 共 　 下 　 水 　 道 8 億 9,979 万円 8 億 4,509 万円 5,470 万円

地  方  卸  売  市  場 583 万円 600 万円 ▲ 17 万円

水 道 事 業 会 計 7 億 8,994 万円 9 億 5,291 万円 ▲ 1 億 6,297 万円
全 会 計 128 億 3,214 万円 133 億 210 万円 ▲ 4 億 6,996 万円

令和 3 年度当初予算総額は 128 億 3,214 万円

　倶知安町の会計は、一般会計・特別会計・水
道事業会計に区分して経理されています。
　倶知安町における令和 3 年度予算総額は、
各会計を合わせた 128 億 3,214 万円で、前年
度比 3.5%（4 億 6,996 万円）の減となりました。
　そのうち一般会計は 103 億 9,700 万円で、

一般会計

水道事業会計

特別会計

税金を中心とした収入で、福祉や教育、
道路など幅広い範囲の事業を行う会計。

独立採算による事業を経理する会計。主
に水道水の供給や水源、水道管の整備や
維持管理を行う。

特定の収入で特定の事業を行う会計。倶知安町の場合、次の 5 つ
を特別会計として設けている。
①国民健康保険事業
　主に国民健康保険加入者の医療費を給付する。
②後期高齢者医療事業
　主に 75 才以上の方の医療費を給付する。
③介護保険サービス事業
　主に地域包括支援などの介護事業の運営管理の経理を支出する。
④公共下水道事業
　主に下水道管や下水処理施設の整備や維持管理を行う。
⑤地方卸売市場事業
　主に町地方卸売市場施設の維持管理を行う。

前年度当初予算額と比べ 4.0%（4 億 2,800 万
円）減となり、特別会計は 16 億 4,520 万円で
前年当初予算と比べ 7.9%（1 億 2,101 万円）
の増となっています。また水道事業会計は、7
億 8,994 万円で前年当初予算と比べ 17.1%（1
億 6,297 万円）の減となりました。



道からの負担金・補助金

道支出金（4.8%）
5億 186 万円

　基金は宿泊税基金 1 億 5,000 万円を宿泊税
充当事業の財源として費消します。また、安定
した行政サービスを行うために財政健全化基金
を 3 億 3,000 万円取り崩します。
　町債の借入は役場庁舎建設事業に伴うものが
4 億 1,350 万円で、75.3%（12 億 5,870 万円）
の減となった一方、倶知安厚生病院の整備費用
負担金や道路改良事業、防災関連事業などの
財源として計上したため、全体で 42.9%（9 億
3,550 万円）の減となりました。
　なお、町債の償還額は前年度に比べて 10.9%

（7,902 万円）増の 8 億 368 万円となります。
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令和 3年度当初予算特　

集 お金の計画

町が受け取る寄附

寄附金（1.5%）
1億 5,102 万円

一般会計の

歳  入
103 億 9,700 万円

歳 入
※（　）内の数字は構成比

町に納める税金

町税（28.0%）
29 億 670 万円

町税延滞金や学校給食費など

諸収入（6.0%）
6億 2,413 万円

前年度の予算執行後残ったお金

繰越金（0.5%）
5,000 万円

市町村間の財源の不均衡の
調整に国から交付されるお金

地方交付税（19.1%）
19 億 8,600 万円

町の借金

町債（12.0%）
12 億 4,320 万円

国からの負担金・補助金

国庫支出金（9.4%）
9億 7,965 万円

財産の貸し付けや売り払いによる収入

財産収入（1.1%）
1億 1,335 万円

基金などから一般会計に繰り入れるお金

繰入金（7.6%）
7億 9,353 万円

各施設の使用料など

使用料及び手数料（1.7%）
1億 7,870 万円

地方消費税交付金・地方譲与税ほか（7.4%）
7億 7,871 万円

保育所の保育料など

分担金及び負担金（0.9%）
9,015 万円

自主財源 ＝  町が自主的に徴収する財源

依存財源 ＝  国や道から交付される財源

ワクチン接種経費に係る国庫負担金や
10 月任期満了の衆議院議員選挙に係
る選挙委託金により増額。

国庫支出金 2 億 4,437 万円

建設工事が最終年度を迎える新庁舎建
設事業債で大きく減額。

町債 9 億 3,550 万円

増

歳入予算額を前年度と比較し、大幅に増減した項目とその主な要因を説明します。

近年は増加にあった町税が減額も地方交付税は増額

町税・地方交付税の推移（平成 21 年度～令和 3年度当初予算額）
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18 億 5,034 万円 19 億 800 万円

32 億 5,158 万円

町税

地方交付税

（年度）

新型コロナの影響により、宿泊税や固
定資産税で減額が見込まれるため。

町税 3 億 4,488 万円

ふるさと応援寄附金で増額が見込まれ
る他、新たに企業版ふるさと応援寄附
金の開始に伴い増額。

寄附金 4,600 万円増

町債の借入は役場庁舎建設事業が最終年度を迎え大幅減

町債

町の「貯金」。財政健全化基金は、財源不足
を補うために積み立てた基金の一つで収入が
支出を上回った場合、その全部か一部を積み
立てることが法律で決まっている。

町の「借金」。道路や橋などのように長期に
わたって利用される施設の建設に必要な資金
について、財政的負担の軽減と世代間の負担
の公平を図るという観点から、町債という形
でお金を調達（借金）して対応している。

減 減

19 億 8,600 万円

29 億 670 万円

基金

　町税は平成 22 年度以降増加傾向に
ありましたが、前年度に比べて 10.6%

（3 億 4,488 万円）の減となりました。
主な要因としては、町民税のうち法人
税割で減収となる他、固定資産税が新
型コロナウイルス感染症に関連する減
免措置に伴い減収となり、宿泊税も減
収が見込まれるためです。
　一方、地方交付税は前年度に比べて
4.1%（7,800 万円）の増額を見込ん
でいます。
　なお、固定資産税の減免分について
は、地方特例交付金において補てんさ
れることになっています。

H23H22H21

24 億 4,600 万円
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令和 3年度当初予算特　

集 お金の計画 一般会計の 歳 出
※（　）内の数字は構成比

議会費（0.9%）
9,629 万円
町議会の運営など

教育費（10.2%）
10 億 6,380 万円
学校教育・生涯教育など

公債費（7.7%）
8億 371 万円
町の借金返済など

その他（0.2%）
2,578 万円
労働費・災害復旧費・予備費

農林水産業費（3.4%）
3億 5,218 万円
農業・畜産業など

商工費（2.1%）
2億 2,226 万円
企業・商店街・観光など

土木費（21.3%）
22 億 1,129 万円
道路・除雪・新幹線など

消防費（4.3%）
4億 5,112 万円
消防組合への負担金・防災など

総務費（16.5%）
17 億 1,327 万円
財産管理・町民活動・税務など

民生費（22.1%）
22 億 8,351 万円
福祉・児童館・保育所など

衛生費（11.3%）
11 億 7,379 万円
医療・ごみの収集など

歳  出
103 億 9,700 万円

土地改良事業や有害鳥獣対策事業など
により増額。

農林水産業費 8,067 万円

歳出の目的別予算額を前年度と比較し、大幅に増減した費目とその主な要因を説明します。

倶知安厚生病院第 2 期改築整備費用
負担金、新型コロナウイルス感染症ワ
クチン接種事業などにより増額。

衛生費 4 億 811 万円

役場庁舎建設事業が最終年度を迎え、
事業費が減少したことなどから減額。

総務費 12 億 9,854 万円

北海道新幹線関連事業やノースパーク
タウン夏棟長寿命化等改善工事などに
より増額。

土木費 3 億 3,988 万円増 増

前年度に比べ予算額が減額も 2 年続けての 100 億超

　一般会計予算額は、前年度に比べて 4.0%（4
億 2,800 万円）の減額となりました。今年度に
最終年度を迎える役場庁舎建設事業で 73.6%（14
億 238 万円）の大幅減となりましたが、公営住
宅長寿命化事業や倶知安厚生病院第 2 期改築整
備費用負担金などの投資的事業が増加したため、
2 年続けて 100 億円を超えました。

*1 地産地消食育推進施設（学校給食センター）の建設
*2 くっちゃん保育所ぬくぬくの建設
*3 役場庁舎の建設

一般会計予算の推移（平成 24 年度～令和 3年度）
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　5 月 1 日発行（広報折込み）予定の予算説明書「ア
クティブくっちゃん」では、これらの事業をより詳
しく紹介する他、それ以外の事業についても紹介し
ます。また、今月号の 8 ～ 9 ページでは 5 月から
スタートする役場新庁舎について紹介します。

令和 3年度  予算説明書

アクティブくっちゃん

5 月 1 日
発  行

問総合政策課広報広聴係
　☎ 56 － 8001

役場庁舎建設事業（5 億 316 万円）

　新庁舎建設最終年度として、外構工事、現庁舎
の解体工事の実施など。
北海道日本ハムファイターズ応援大使
事業（302 万円）

　応援グッズなどの関連グッズ作成、
野球教室の開催など。
郊外型じゃがりん号実証運行事業（454 万円）

　夏・冬それぞれ約 1 カ月の期間、郊外におけ
るデマンドバスの実証運行事業を実施。
地域優良賃貸住宅整備事業補助金（300 万円）

　定住促進のため、民間事業者による高齢者共同
住宅建設に対する補助金。

減 増
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万
円

倶知安駅前広場基本設計事業（520 万円）

　新幹線倶知安駅の整備に向け、駅前広場の具体
的な検討を進める基本設計を行う。
新駅周辺施設のあり方検討事業（631 万円）

　にぎわい空間の創出を目指すため、新駅を起点
とした周辺施設のあり方について検討を行う。
保育人材確保一時金給付事業（940 万円）

保育士等奨学金返還支援事業（312 万円）

　保育人材確保を目的に、町内の保育所・認定こ
ども園などの保育士・保育
教諭に対し、一時金の給付、
奨学金返還支援助成を行う。

*3
*3

令和 3年度 主な事業



備品などの搬入や書類の移動作業などを実施します。
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新 舎庁し い 役

　新庁舎移転作業（4 月～ 5 月）

ら建設が行われ、今年 3 月に完成しました。
　現在は、新庁舎移転に向けての準備が進め
られており、本格的な移転作業をゴールデン
ウィーク期間中に行い、5 月 6 日㈭から新庁舎
での業務を開始する予定です。

　5 月 6 日㈭の業務開始に先立ち、新庁舎を一
般公開します。事前申し込みは不要で、当日は
新庁舎の各フロアを自由に見学できます。
■日時／ 4 月 25 日㈰ 9 時～ 15 時
　（最終受付 14 時 30 分）
■その他／土足禁止の場所では、靴を脱いで入
　室（上靴不要）。受付時に検温と消毒を行い、
　37.5℃以上の熱がある場合は入場不可。
　※感染防止のためマスク着用をお願いします
問総務課庁舎建設準備室☎ 56 － 8000

初代役場庁舎
■所在地／二条通一丁目（現南6条東1丁目16番地）
■開庁時期／明治 36 年

出・手続き先が
わかりやすく

役場庁舎これまでの

場見学しませんか？内覧会で

4 代目役場庁舎（新庁舎）
■所在地／北 1 条東 3 丁目 3 番地
■開庁時期／令和 3 年 5 月

　明治 26 年 12 月 16 日に倶知安村が設置さ
れましたが、当時の行政は虻田村に設置されて
いた戸長役場*が行いました。
　その後、明治 29 年 4 月に基線西十九番地（現
八幡小学校跡）で倶知安村戸長役場が開庁。
　明治 36 年には、二条通一丁目（現南 6 条東
1 丁目 16 番地）に移転し、初代の役場庁舎が
開庁しました。
戸長役場* ～ 明治時代初期に戸籍事務などを行って

戸長役場* ～ いた役所。現在の市町村役場の前身に

戸長役場* ～ あたる

2 代目役場庁舎
■所在地／北 1 条東 2 丁目 3 番地
■開庁時期／大正 5 年 1 月

3 代目役場庁舎（現庁舎）
■所在地／北 1 条東 3 丁目 3 番地
■開庁時期／昭和 41 年 8 月

今後の予定移転作業・関連工事

※広報 5 月号では、新庁舎の窓口配置などに
　ついて、より詳しく紹介します

　別庁舎にあった福祉医療
課と建設課は、新庁舎へ窓
口機能を移転します。
　これまで保健福祉会館や
役場分庁舎で行っていた届
出・手続きが新庁舎ででき
るようになり、住民の皆さ
んにとって、よりわかりや
すくなりました。
　なお、健診などについて
は、引き続き保健福祉会館
で行われます。

　南側に羊蹄山、西側にニ
セコ連峰を望む 3 階の展
望テラスは、誰でも自由に
利用や休憩ができます。

　緩やかな階段は、ゆとり
のある作りで、バリアフ
リートイレは、オストメイ
ト（人工肛門・人工ぼうこ
う保有者）にも対応してい
ます。段差の小さいエント
ランスやエレベーターな
ど、誰でも使いやすい庁舎
となっています。

届 蹄山を眺める
展望テラス

羊 ニバーサルデザインで
誰にでも優しい庁舎に

ユ

　役場新庁舎は、現庁舎が抱える老朽化や耐震
性の不足、利便性の低下などのさまざまな問題
を解消するとともに、住民の安全を守るための
災害対策拠点として機能します。すべての人が
利用しやすい庁舎を目指し、令和元年 5 月か

※移転作業や関連工事期間中も役場業務は行います（土日祝を除く）
　新庁舎外構工事で駐車場が造成されるまでは、駐車可能台数が少ないため
　ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いします

　新庁舎内覧会（4 月 25 日㈰）

新庁舎業務開始（5 月 6 日㈭）

関連工事スケジュール

住民向けの新庁舎内覧会を実施します。
※詳細は 9 ページ

新庁舎の外構工事に向けて現庁舎の解体工事を行います。

移転作業スケジュール

　現庁舎解体工事（5 月～ 8 月頃）

現庁舎跡地に駐車場を造成する工事などを行います。　新庁舎外構工事（8 月～ 10 月頃）


